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児童生徒の個別最適な教育環境を整備する教育予算確保・拡充に向けた意見書 

 

児童・生徒へのきめ細やかで個別最適な教育が求められる中、その実現のために
教職員定数を抜本的に改善することに加えて教職員の超過勤務・多忙化を解消する
ことが急務になっている。 
「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改

正する法律」の成立により、小学校においては段階的に、中学校では中１のみ３５
人以下学級が実現してるが、真のインクルーシブ教育を導入することを考えると、
まだまだ十分とは言い難い状況である。加えて小学校高学年の教科担任制の導入も
間近に控えた中、「教職員不足」が今や喫緊の課題になってきている。早急に「教
職員定数の抜本的改善」が必要である。 
 令和７年１月１５日付で文部科学省が発表した「就学援助実施状況等調査」では、
要保護・準要保護率は、全国平均が１３．６６％（７人に１人）で前年度に比べて
０．２４％減少しているが、依然として厳しい状況が続いている。しかし、義務教

育である小・中学校における保護者の私費負担（給食費や修学旅行費など）は、地
方交付税措置はされているものの、増加の一途をたどっている。加えて、食料品や
日用品の物価上昇や燃料価格高騰の影響から日常生活がますます困窮する家庭の増
加が見込まれている。 
さらにこうした状況の中、「奨学金制度」を利用せざるを得ない子どもたちや経

済的な理由から進学・就職先の変更を余儀なくされる子どもたちも増えており、そ
の解消に向けて、「就学援助制度」「奨学金制度」「高校授業料無償化制度」を再
検討または拡充する必要がある。 
よって、国においては、義務教育費の無償、義務教育費国庫負担制度の堅持、実

効性のある教職員の超勤・多忙化解消など、教育予算の確保・拡充、就学保障の充
実を図るため、次の事項について措置を講ずるよう強く求める。 
 

記 

 
１ 教育の機会均等・水準の最低保障を担保するため、義務教育費を無償とするこ
と。少なくとも、義務教育費国庫負担制度を堅持すること。 

２ 児童生徒の個別最適で、きめ細やかな教育の実現のため、小学校の「３０人以
下学級」、中学校・高等学校の「３５人以下学級」拡大など、学級編制標準を順
次改定すること。 

３ 就学援助制度･奨学金制度のさらなる拡大、高校授業料無償化に対する所得制限
の撤廃など、就学保障に向け、十分な予算確保･拡充を図ること。 
 
以上、地方自治法第９９条の規定により提出する。 
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